
「空港アクセス検討委員会」設置要綱 

（名称） 

第１条 本委員会の名称は、「空港アクセス検討委員会」（以下「委員会」という。）と

する。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、阿蘇くまもと空港への新たなアクセス整備の推進に向け、鉄道延

伸案の是非（ＢＲＴを含む他交通モードとの比較）、新型コロナウイルスによる交

通・観光業界への影響、鉄道整備による経済波及効果等に関し、有識者等から幅広

く意見を聴取し、事業の推進を図ることを目的とする。 

 

（構成） 

第３条 委員会は、別紙に掲げる者をもって構成する。 

２ 委員の任期は、承諾の日から令和４年（2022年）３月３１日までとする。 

３ 委員が任期中に欠けた場合は、補欠の委員を選任することができる。 

 

 （運営） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 委員会は、委員長が招集する。 

４ 委員会には、委員の代理者の出席を認める。 

 

 （関係者の意見） 

第５条 委員会は、必要に応じ、議事に関係のある者を臨時に出席させ、意見を聴くこ

とができる。 

 

 （報償費及び旅費） 

第６条 委員（代理出席者を含む。）には、「報償費」及び「旅費」を支給することがで

きる。 

 

 （事務局） 

第７条 委員会の庶務は、熊本県企画振興部交通政策・情報局交通政策課において行

う。 

２ 事務局は、会議の円滑な運営にあたるとともに、議事録を整理するものとする。 

 

 （雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年（2020年）１１月２４日から施行する。 

  

資料１ 



（別紙） 

空港アクセス検討委員会 委員名簿 

 氏  名 職  等 

有識者 

加藤 一誠  慶応義塾大学商学部 教授 

円山 琢也 
 熊本大学くまもと水循環・減災 

 研究教育センター 准教授 

交通事業者 

代   表 

森 敬輔  九州産交バス㈱ 代表取締役社長 

赤木 由美  九州旅客鉄道㈱ 執行役員 熊本支社長 

空港関係者 新原 昇平  熊本国際空港㈱ 代表取締役社長 

経済団体 

代    表 

川畑 健二 
 熊本経済同友会 都市圏戦略委員長 

（九州電力㈱執行役員熊本支店長） 

西村 まりこ 
 熊本商工会議所 副会頭 

 （㈱辰グループ専務取締役） 

観光関係代表 松田 秀一 
 （一社）日本旅行業協会熊本地区委員長 
 （公社）熊本県観光連盟 理事 
 （㈱ＪＴＢ熊本支店長） 

行  政 

高橋 太朗  熊本県企画振興部長 

上野 晋也  熊本県土木部長 

田中 隆臣  熊本市都市建設局長 

   

オブザーバー 

白浜 和之  国土交通省九州運輸局鉄道部長 

小金丸 健  熊本県観光戦略部政策審議監 

 


